
令和5年度予算

国 （ 県 ）
支 出 金

地 方 債 そ の 他

656,009 438,228 139

22,472 3,951

1,040,285 612,819 21,906

1,718,766 1,051,047 0 25,996

138,762 80,296

432,181 17,450

570,943 97,746 0 0

351,300 53,343

168,164 14,051 16,647

519,464 67,394 0 16,647

2,809,173 1,216,187 0 42,643合計 284,000 1,266,343

保

健

衛

生

後期高齢者医療保険 54,581 243,376

小 計

保 健 衛 生 費 25,182 112,284

79,763 355,660

524,169

社

会

保

険

国 民 健 康 保 険 10,710 47,756

小 計 86,683

介 護 保 険 75,973 338,758

386,514

177,773

児 童 福 祉 費

老 人 福 祉 費 3,393 15,128

74,292 331,268

社

会

福

祉

社 会 福 祉 費 39,869

小 計 117,554

　　平成26年4月1日より、消費税率（国・地方）が5％から8％（うち地方消費税率については1％から
1.7％）へ引上げられ、また、令和元年10月1日からは8％から10％（うち地方消費税率については1.7％から
2.2％）へ引上げられました。引き上げの趣旨は、主として今後も増加が見込まれる「社会保障4経費」（年
金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費）の財源確保にあること
から、その使途については地方税法により、「社会保障施策に要する経費」に充てるものとされています。
庄内町における地方消費税交付金の令和5年度予算額は4億8,500万円であり、そのうち「社会保障施策に要
する経費」に充てるものとされている額は2億8,400万円です。
　一方、「社会保障施策に要する経費」の事業費総額は28億917万3千円となっております。これらの事業に
対し、地方消費税交付金のうち「社会保障施策に要する経費」とされた2億8,400万円を充当し、財源確保を
図っています。

消費税引上げ分に係る地方消費税交付金の使途状況

（単位：千円）
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